
20230821 評基第 017 号 

令 和 5 年 8 月 29 日 
 

  

 

 

登 録 証 
 

 

 東京都品川区上大崎 3-3-1 
 一般財団法人自転車産業振興協会 
 会長 駒形 哲哉 殿 
  
産業標準化法第 57 条第 1 項の規定に基づき登録試験

事業者として登録します。 

 
登 録 番 号 060210JP 

登 録 年 月 日 平成 18 年 1月 26 日 

登録更新年月日 令和 4年 1月 26 日 

登録の有効期間 令和 8年 1月 25 日まで 

試験所の名称 

及び所在地 

一般財団法人自転車産業振興協会 
技術研究所 

大阪府堺市堺区戎之町西一丁 3番 3号 

試験方法の区分 別紙のとおりの 7区分 

 

 令和 5年 8月 29 日 

 

              独立行政法人製品評価技術基盤機構 

           理事長 長谷川 史彦 



20230821評基第017号
      令 和 5 年 8月 29日

(別紙)
平成18年1月26日
令和4年1月26日
令和8年1月25日まで

製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号
試験方法規格
JIS D 9313-6 4.1.1（ただし、一般用自転車に限る）、4.2及び4.3
これを引用する規格
JIS D 9301 5.6.3 a)、5.6.4.1及び5.6.4.2
試験方法規格
JIS D 9313-3 4.1.2（ただし、一般用自転車に限る）、4.5（ただし、一般
用自転車に限る）及び4.6（ただし、一般用自転車に限る）
これを引用する規格
JIS D 9301 5.3.2.1 e)、5.3.2.4及び5.3.2.5
試験方法規格
JIS D 9313-2 4.6.3（ただし、一般用自転車に限る）
JIS D 9313-5 4.3（ただし、一般用自転車に限る）、4.4.1（ただし、一般
用自転車に限る）及び4.4.2（ただし、一般用自転車に限る）
これを引用する規格
JIS D 9301 5.2.5.2、5.5.1.4 b)、5.5.1.4 c) 2)及び5.5.1.4 c) 3)
試験方法規格
JIS D 9313-3 4.9.1（ただし、一般用自転車に限る）
JIS D 9313-4 4.3（ただし、一般用自転車に限る）
JIS D 9313-7 4.4（ただし、一般用自転車に限る）
これを引用する規格
JIS D 9301 5.3.2.9.2（ただし、繊維強化樹脂製のハンドルバー及びステム
のたわみ量の測定を除く）、5.4.1.6（ただし、繊維強化樹脂製のフレーム
のたわみ量の測定を除く）及び5.7.3.3
試験方法規格
JIS D 9313-6 4.4及び4.5
これを引用する規格
JIS D 9301 5.6.4.3及び5.6.4.4
試験方法規格
JIS T 9201 10.1.4
試験方法規格
JIS T 9201 10.4.1、10.4.2.1（ただし、使用者最大体重が25 kg以下のもの
を除く）及び10.4.3.1

備考：登録の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。
（以上）

試験方法の区分の名称

登録年月日
登録更新年月日
登録の有効期間

車椅子機能試験

車椅子強度・耐衝撃性・耐久性試験

自転車等荷重試験

自転車強度試験

自転車等安全性試験

自転車耐久性試験

自転車落下・衝撃試験

登録番号：060210JP Page：[ 1 / 1 ] 


